
別紙１
○ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年法律第百七十五号)(抜粋)

（製造業者等の行う格付）
第十四条 （略）

２ 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものと
して農林水産省令で定めるもの（以下「生産行程管理者」という。）は、農林水産
省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじ
め登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認
定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその
包装、容器若しくは送り状に格付の表示（第二条第三項第二号に掲げる基準に係る
ものに限る。）を付することができる。

３～７ （略）

８ 第一項から第三項までの認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。

（格付の表示の禁止）
第十八条 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し
てはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一 （略）
二 農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項の規定に基づき、その
生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状
に格付の表示を付する場合

三～九 （略）

（改善命令等）
第十九条の二 農林水産大臣は、第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者
等（以下「認定製造業者等」という。）、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産
行程管理者（以下「認定生産行程管理者」という。）若しくは同条第三項の認定を
受けた農林物資の流通工程管理者（以下「認定流通行程管理者」という。）の行う
同条第一項から第三項までの規定による格付（認定製造業者等、認定生産行程管理
者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項の規定によ
る格付の表示を含む。）、第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者（以
下「認定小分け業者」という。）の行う同行の規定による格付の表示又は十五条の
二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者（以下「認定輸入業者」という。）
の行う同項の規定による格付の表示が適当でない認めるときは、当該認定製造業者
等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者
に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ず
ることができる。

（製造業者等が守るべき表示の基準）
第十九条の十三 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般
消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品（生産の方法又は流通の方法
に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。）の品質に関す
る表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な
事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項



二 （略）

２～６ （略）

（表示に関する指示等）
第十九条の十四 農林水産大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により定められ
た同条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」という。）を表示せず、又は
同項もしくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項
（以下「遵守事項」という。）を遵守しない製造業者等があるときは、当該製造業
者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること
ができる。

２～３ （略）

○ 行政手続法
（平成五年十一月十二日法律第八十八号）(抜粋)

（不利益処分をしようとする場合の手続）
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、
この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利

益処 分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名

あて 人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員であ
る者の除 名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
２ （略）
（弁明の機会の付与の方式）
第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した
書面（以下「弁明書」という。）を提出してするものとする。

２ 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
（弁明の機会の付与の通知の方式）
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合に
は、その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に
対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、
その旨並びに出頭すべき日時及び場所）


